
オムロン コーポレート・ガバナンス ポリシー

　当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、「オムロン コーポレート・ガバナンス ポリシー*1」
を制定しています。ポリシーは、1996年の経営人事諮問委員会の設置以降、当社が20年以上かけて築いてきたコーポ
レート・ガバナンスの取り組みおよび体制を体系化したものです。当社は、持続的な企業価値の向上を実現するために、
これからもコーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組みます。

*1 オムロン コーポレート・ガバナンス ポリシー　https://www.omron.co.jp/about/corporate/governance/policy/

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　オムロングループにおけるコーポレート・ガバナンスとは、「企業理念」および「経営のスタンス」に基づき、すべて
のステークホルダーの支持を得て、持続的な企業価値の向上を実現するために、経営の透明性・公正性を高め、迅
速な意思決定を行うとともに、監督から執行の現場までを有機的に連携させ、経営のスピードを速め、企業の競争力
の強化を図るための仕組みであり、その仕組みを構築し機能させることです。

コーポレート・ガバナンスの取り組み
1999年 2003年 2011年

社長  87年～　立石義雄 03年～　作田久男 11年～　山田義仁

取締役会議長／CEO  社長が議長とCEOを兼務 03年～　会長が議長／社長がCEO

監督と執行の分離  取締役30名
 99年　定款に定める取締役員数を10名以内に改定 17年～ 取締役の

　　　  役位を廃止*2

 99年　執行役員制度を導入 17年～ 社長を執行役員
　　　　の役位に変更

アドバイザリー・ボード  99年　アドバイザリー・ボード

社外取締役  01年1名 03年～　2名（取締役7名） 　　　　  15年～　3名（取締役8名）

社外監査役  98年1名 99年～　2名 03年～　3名（監査役4名） 11年～　2名（監査役4名）

諮問委員会など

 96年～ 経営人事
　　　　諮問委員会  00年～　人事諮問委員会

03年～　報酬諮問委員会

06年～　社長指名諮問委員会

08年～　コーポレート・ガバナンス委員会

企業理念 　1959年
　社憲制定  90年制定　98年改定 06年改定 15年改定

オムロン コーポレート・
ガバナンス ポリシー 15年制定

*2 取締役会長を除く。

コーポレート・ガバナンス
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コーポレート・ガバナンス体制

　当社は、監査役会設置会社を選択しています。
　取締役会は、実質的な議論を深めるため、8名の取締役で構成しています。また、監督と執行を分離し、取締役の過半数
は業務執行を行わない取締役による構成にするとともに、独立社外取締役の割合を3分の1以上としています。
　取締役会の客観性を高めるため、取締役会議長と社長CEOを分離し、取締役会の議長は代表権を持たない取締役会長
が務めています。
　取締役会の監督機能を強化するため、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナン
ス委員会を設置しています。人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会の委員長はいずれも独立社外取締役
とし、委員の過半数を独立社外取締役としています。なお、いずれの委員会にも社長CEOは属しておりません。また、コー
ポレート・ガバナンス委員会の委員長および委員は、独立社外取締役および独立社外監査役とし、意思決定に対する透明
性と客観性を高めています。
　このように、監査役会設置会社に指名委員会等設置会社の優れた面も取り入れ、ハイブリッド型のガバナンス体制と
しています。
　なお、2018年度の取締役会への社外取締役と社外監査役の出席率は100％(13回開催)、監査役会への社外監査役の
出席率は96.2％(13回開催)でした。

* サステナビリティ推進委員会は、注力ドメインおよび本社機能部門、各種委員会（企業倫理リスクマネジメント委員会、情報開示実行委員会、
グループ環境委員会など）におけるサステナビリティに関わる重要課題を特定し、全社的に統括しています。

人事諮問委員会

報酬諮問委員会

社長指名諮問委員会

コーポレート・ガバナンス委員会

サステナビリティ推進委員会* ビジネスカンパニー

執行機関

議長：取締役会長

2019年度コーポレート・ガバナンス体制
株主総会

社長

取締役会

執行会議

監査役室

会計監査人

取締役室

サステナビリティ推進室

監査役会

本社機能部門

内部監査部門

取締役会
取締役・監査役・執行役員の選任、
取締役・執行役員の報酬の決定、お
よび重要な業務執行の決定等を通じ
て監督機能を発揮する。

監査役会
コーポレート・ガバナンスの体制と運
営状況を監視し、取締役を含めた経
営の日常的活動を監査する。

人事諮問委員会
取締役・監査役・執行役員の人事に
関する選任基準・方針を策定し、候
補者を審議する。

社長指名諮問委員会
社長の選定に特化して次年度の社
長CEO候補者、緊急事態が生じた
場合の継承プランおよび後継者計
画(サクセッションプラン)を審議する。

報酬諮問委員会
取締役・執行役員の報酬に関する方
針を策定し、報酬水準および報酬額
を審議する。

コーポレート・ガバナンス委員会
コーポレート・ガバナンスの継続的な
充実と、経営の透明性・公正性を高
めるための施策について議論する。

執行会議
社長の権限の範囲内で、重要な業
務執行案件について審議または議
論の上、方向性の決定を行う。
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地位 氏名 人事諮問委員会 社長指名
諮問委員会 報酬諮問委員会 コーポレート・

ガバナンス委員会
取締役会長 立石 文雄 　 □ 　 　

代表取締役 山田 義仁 　 　 　 　

代表取締役 宮田 喜一郎 □ 　 　 　

取締役 日戸 興史 　 　 □ 　

取締役 安藤 聡 ○ ○ ○ 　

社外取締役 小林 栄三 ★ ◎ ◎ □ ◎
社外取締役 西川 久仁子 ★ □ □ ◎ ○
社外取締役 上釜 健宏 ★ □ □ □ □
常勤監査役 近藤 喜一郎 　 　 　 　

常勤監査役 吉川 浄 　 　 　 　

社外監査役 内山 英世 ★ 　 　 　 □
社外監査役 國廣 正 ★ 　 　 　 □

注：◎委員長 ○副委員長 □委員 ★独立役員

取締役報酬の方針

❶ 基本方針 ・ 企業理念を実践する優秀な人材を取締役として登用できる報酬とする。
・ 持続的な企業価値の向上を動機づける報酬体系とする。
・ 株主をはじめとするステークホルダーに対して説明責任を果たせる、「透明性」「公正性」「合理性」の

高い報酬体系とする。

❷ 報酬構成 ・ 取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、業績に応じて変動する業績連動報酬で構成する。
・ 社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみで構成する。

❸ 基本報酬 ・ 基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく他社水準を考慮し役割に応じて決定する。

❹ 業績連動報酬 ・ 短期業績連動報酬として、単年度の業績や目標達成度に連動する賞与を支給する。
・ 中長期業績連動報酬として、中期経営計画の達成度や企業価値（株式価値）の向上に連動する株式

報酬を支給する。
・ 短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬の基準額は、役割に応じて定める報酬構成比率によ

り決定する。

❺ 報酬ガバナンス ・ 全ての取締役報酬は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。

役員報酬

　当社は、取締役・執行役員の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目
的として、報酬諮問委員会を設置しています。
　報酬諮問委員会は、取締役会議長より諮問を受け、「取締役報酬の方針」について審議・答申を行います。また、社長よ
り諮問を受け、「執行役員報酬の方針」について決定しています。取締役会は、報酬諮問委員会からの答申に基づき、「取
締役報酬の方針」を決定しています。
　報酬諮問委員会は、上記各報酬方針に基づき、取締役・執行役員の報酬について、審議しています。各取締役の報酬の
額は、報酬諮問委員会の答申に基づき、株主総会の決議により決定した取締役全員の報酬の総額の範囲内で、取締役会
の決議により決定しています。各執行役員の報酬の額は、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ決定しています。

　各監査役の報酬の額は、監査役の協議により定めた「監査役報酬の方針」に基づき、株主総会の決議により決定した監
査役報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
※監査役報酬の方針の詳細は、Webサイトをご参照ください。
 https://www.omron.co.jp/about/corporate/governance/compensation/ 

2019年度諮問委員会等の構成
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（2）基本報酬
　取締役に対して、固定報酬である基本報酬を支給します。基本報酬額は、外部専門機関の調査に基づく同輩企業（報酬
諮問委員会が定める同業種、同規模等のベンチマーク対象企業群）の役員の基本報酬水準を参考に、役割に応じて決定
しています。

（3）短期業績連動報酬（賞与）
　社外取締役を除く取締役に対して、短期業績連動報酬として、単年度の業績指標や目標達成度に連動する賞与を支給
します。取締役賞与は、年間計画に基づき設定した営業利益、当期純利益およびROICの目標値に対する達成度等に応
じ、0%～200％の範囲で変動します。

（4）中長期業績連動報酬（業績連動型株式報酬）
　社外取締役を除く取締役に対して、中長期業績連動報酬として、株式報酬を支給します。株式報酬は、中期経営計画の
達成度等に連動する業績連動部分（60%）と、中長期の株価向上への動機づけとリテンションを目的に一定期間の在籍
を条件に支給する非業績連動部分（40%）により構成します。
　業績連動部分の株式報酬は、中期経営計画に基づき設定した売上高、EPS、ROEの目標値に対する達成度、および第三
者機関の調査に基づくサステナビリティ評価*等に応じ、0%～200%の範囲で変動します。

　なお、当株式報酬により交付した当社株式は、原則として在任期間中は保持し続けることとしています。また、取締役
在任期間中に、会社に損害を及ぼす重大な不適切行為があった場合には、報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役
会の決議により株式報酬の支給を制限します。

*サステナビリティ評価　Dow Jones Sustainability Indices(DJSI)に基づく評価。DJSIは長期的な株主価値向上の観点から、企業を経済・環境・社会の
 3つの側面で統合的に評価・選定するESGインデックス。

役位別の基準額 業績評価
（売上高30%、EPS70%） ＲＯＥ評価 サステナビリティ

評価*
株式報酬

（業績連動部分）× × × ＝

*代表取締役社長 CEOの場合　*各業績連動報酬の目標達成度等が全て100％と仮定した場合の比率です。

基本報酬 短期業績連動報酬
（賞与）

中長期業績連動報酬
（業績連動型株式報酬） ＝ 1：1：1.5*： ：

役位別の基準額 業績評価
（営業利益50%、当期純利益50%） ＲＯＩＣ評価 短期業績連動報酬

（賞与）× × ＝

（1）報酬構成比率
 取締役の報酬は、固定報酬である「基本報酬」と、業績に応じて変動する「短期業績連動報酬（賞与）」および「中長期業
績連動報酬（業績連動型株式報酬）」で構成しています。各業績連動報酬の基本報酬に対する報酬構成比率は、役割に応
じて決定しています。

取締役報酬制度の概要
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